
○有床診療所のこれまで果たしてきた役割や今日提供している医療の状況等を踏まえ、48時間の入院期間制限規定を廃止  
する。  

○上記規定の廃止に伴い、患者の緊急時に対応する体制確保の義務づけや医療従事者の配置等の情報開示を行わせると  
ともに、医療計画の基準病床数制度の対象とする。  

ー改正内容 

48時間の入院期間制限規定の廃止  

他の医療機関の医師との連携等、患者の緊急時に  

対応する体制確保を管理者に義務づけ   

→ 一層の医療安全の確保  

医療従事者の配置等一定の情報について、  

－ 医療情報の都道府県への届出制度の届出対象  

一院内掲示の義務づけ  

→ 情報開示を通じた医療の質の確保  

原則、医療計画の基準病床数制度の対象  
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（対象）新制度施行後に新設されるもの   

※ 既設の有床診療所の一般病床については、  

‾‾‾●‾● 

新たに許可を得ることは求めない  

政令で定める日までの間は既存病床数に含まない。  

（政令制定時期については現段階で未定）  ※ 有床診療所の療養病床は、長期入院を対象とする病床であるため制度   

が異なる（入院期間制限なし、人員配置標準の規定あり、医療計画の基準   

病床数制度の対象）  

※新設する診療所の一般病床のうち、届出で設置するもの：   

については、知事の勧告の対象とはしない。既存病床数：   
には含まれる。  
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今後の有床診療所の位置付けについて（政省令改正）  

○有床診療所の病床については、今般の医療法改正で入院に係る48時間規制が撤廃されるとともに、   

病院の病床と同様に基準病床数制度の対象とされたところ。  

○一方、在宅医療や産科など地域において特に必要とされる有床診療所が今後も円滑に整備されるよ   

う、措置する必要がある。   

【見直しの内容】  

○新たに、地域において必要とされる以下の機能を持つ有床診療所の一般病床については、病床過剰   

地域においても設置できるよう措置する。  

ア 在宅医療の推進のため必要とされる有床診療所として医療計画に記載されるもの  

イ へき地において医療を提供する有床診療所として医療計画に記載されるもの  

り 小児医療、周産期医療その他の地域において良質かつ適切な医療が提供されるために特に必要な診療所と  

して医療計画に記載されるもの  

∽  

○上記ア～りの診療所の一般病床については、届出制とする。  

【施行期日】平成19年1月1日  

※医療計画に記載予定のものについては、都道府県医療審議会の議を経ることとする旨を通知する予定。   



〈法律〉  

○
医
療
法
（
昭
和
二
士
二
年
法
律
第
二
百
五
号
）
 
 
 

（
第
一
条
関
係
）
 
 

第
七
条
 
（
略
）
 
 

2
 
病
院
を
開
設
し
た
者
が
、
病
床
数
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
床
の
種
別
（
以
下
「
 
 
 

病
床
の
種
別
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
 
 
 

と
す
る
と
き
、
又
は
臨
床
研
修
修
了
医
師
及
び
臨
床
研
修
修
了
歯
科
医
師
で
な
い
看
 
 
 

で
診
療
所
を
開
設
し
た
も
の
若
し
く
は
助
産
師
で
な
い
者
で
助
産
所
を
開
設
し
た
も
 
 
 

の
が
、
病
床
数
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
 
 
 

も
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
 
 

一
～
三
 
（
略
）
 
 
 

四
 
療
養
病
床
（
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床
の
う
ち
、
前
三
号
に
掲
げ
る
病
床
以
外
 
 
 

の
病
床
で
あ
つ
て
、
主
と
し
て
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
患
者
を
入
院
 
 
 

さ
せ
る
た
め
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 
 

五
一
般
病
床
（
病
院
刃
嘲
劉
療
剰
前
の
病
床
の
う
ち
、
前
各
号
に
掲
げ
る
病
床
以
外
 
 

の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 

3
 
診
療
所
に
病
欄
内
を
l
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
診
療
所
の
病
床
数
1
病
l
嘲
叫
相
 
 
 

刺
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
 
 
 

働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
診
療
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
可
 
 
 

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

4
・
5
 
（
略
）
 
 

第
七
条
の
l
一
都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
者
が
病
院
の
開
設
の
許
可
又
は
病
院
 
 
 

の
病
床
数
の
増
加
若
し
く
は
病
床
の
種
別
の
変
更
の
許
可
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
 
 

改
 
 
正
 
 
案
 
 

第
七
条
 
（
略
）
 
 

2
 
病
院
を
開
設
し
た
者
が
、
病
床
数
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
病
床
の
種
別
（
以
下
「
 
 
 

病
床
の
種
別
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
 
 
 

と
す
る
と
き
、
又
は
臨
床
研
修
修
了
医
師
及
び
臨
床
研
修
修
了
歯
科
医
師
で
な
い
看
 
 
 

で
診
療
所
を
開
設
し
た
も
の
若
し
く
は
助
産
師
で
な
い
看
で
助
産
所
を
開
設
し
た
も
 
 
 

の
が
、
病
床
数
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
 
 
 

も
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。
 
 

一
～
三
 
（
略
）
 
 
 

四
 
療
養
病
床
（
病
院
又
は
診
療
所
の
病
床
の
う
ち
、
前
三
号
に
掲
げ
る
病
床
以
外
 
 
 

の
病
床
で
あ
つ
て
、
主
と
し
て
長
期
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
患
者
を
入
院
 
 

さ
せ
る
た
め
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 
 

五
一
般
病
床
（
病
院
の
病
床
の
う
ち
、
前
各
号
に
掲
げ
る
病
床
以
外
の
も
の
を
い
 
 

う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 

3
 
診
療
所
に
痢
魂
病
床
l
封
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
診
療
所
の
司
病
 
 
 

床
数
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚
生
 
 
 

労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
当
該
診
療
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
の
許
 
 
 

可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

4
・
5
 
（
略
）
 
 

第
七
条
の
二
 
都
道
府
県
知
事
は
、
次
に
掲
げ
る
者
が
病
院
の
開
設
の
許
可
又
は
病
院
 
 
 

の
病
床
数
の
増
加
若
し
く
は
病
床
の
種
別
の
変
更
の
許
可
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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一
～
八
 
（
略
）
 
 

2
 
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
診
療
所
の
弼
床
の
設
謝
蘭
の
許
可
又
 
 
 

は
診
療
所
の
爛
園
勤
の
増
加
の
許
可
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
 
 
 

係
る
診
療
所
の
所
在
地
を
含
む
地
域
（
医
療
計
画
に
お
小
て
定
め
る
第
三
十
条
の
三
 
 
 

第
二
項
第
仙
骨
に
規
定
す
る
区
域
を
い
う
。
）
 
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
 
 
 

の
数
が
、
第
三
十
条
の
三
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
標
準
に
従
い
医
療
計
 
 
 

い
て
、
当
該
申
請
に
係
る
病
院
の
所
在
地
を
含
む
地
域
（
当
該
申
請
に
係
る
病
床
が
 
 

療
養
病
床
又
は
一
般
痛
床
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
療
養
病
床
等
」
と
い
う
。
）
 
 

の
み
で
あ
る
場
合
は
第
三
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
都
道
府
県
が
定
め
 
 

る
医
療
計
画
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
医
療
計
画
」
 
と
い
う
。
）
 
に
お
い
て
 
 

定
め
る
第
三
十
条
の
三
第
l
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
区
域
と
し
、
当
該
申
請
に
係
る
 
 

病
床
が
精
神
病
床
、
感
染
症
病
床
又
は
結
核
病
床
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
精
神
 
 

病
床
等
」
と
い
う
。
）
 
の
み
で
あ
る
場
合
は
当
該
都
道
府
県
の
区
域
と
し
、
当
該
申
 
 

請
に
係
る
病
床
が
療
養
病
床
等
及
び
精
神
病
床
等
で
あ
る
場
合
は
同
号
に
規
定
す
る
 
 

区
域
及
び
当
該
都
道
府
県
の
区
域
と
す
る
。
）
に
お
け
る
病
院
刃
i
ま
l
診
l
痢
鋼
の
病
床
 
 

の
当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
数
（
当
該
申
請
に
係
る
病
床
が
療
養
病
 
 

床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
療
養
病
床
及
び
一
般
病
床
の
数
）
 
 

が
、
同
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
標
準
に
従
い
医
療
計
画
に
お
い
て
定
 
 

め
る
そ
の
地
域
の
当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
た
基
準
病
床
数
（
当
該
申
 
 

請
に
係
る
病
床
が
療
養
病
床
等
の
み
で
あ
る
場
合
は
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
療
養
病
 
 

床
及
び
一
般
病
床
に
係
る
基
準
病
床
数
）
 
に
既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
 
 

に
係
る
病
院
の
開
設
若
し
く
は
病
床
数
の
増
加
若
し
く
は
病
床
の
種
別
の
変
更
に
よ
 
 

っ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
 
 

わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

2  

可 い 
て、 

病 
府 当 

該 
申 

に 請 
に 

、 

係 
前 る 

項 病 
各 院 
号 の 
に 所 

在 掲 在 
はげ 

療 

地 
る を 

（ 含 
が む 
診 地 
療 域 
所 療 
の （当 

該 
養 申 

病 請 
床 に 
の 叫 係 
設感 
療画 病 
の る床が  
許   ）   
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笥ヨ剣  

劇 

開 
封 

引 
出 
呵 
内 

戚 
設 
を 

刊 

習  

州  第 

柄 十 
条 
の 
三  

に 

（ 

略 
）  

は 

、次に掲げる事項を定める 
も 

の 

と 

す 
る 

。  

感 
染 
症   

3 

～ 

5   

独立 
（ 
略 
）  

人  
す 

（独 

立 
行 
政 
法 
人 
通 
則 
法  
（ 

く 平 

成 
十 
一 

年 
法 
律 
第 
百 
三 
号 
）  

第 
二   

者 
の 
病 
状 
が 

患急変 
し 
た 
場 
合 
に 
お 

い 
て 
も 
適 

切 
な 
治 

療 
を 
提 
供  

画
に
お
い
て
定
め
る
当
該
区
域
の
療
養
病
床
及
び
l
般
病
床
に
係
る
基
準
病
床
数
に
 
 

既
に
達
し
て
い
る
か
、
又
は
当
該
申
請
に
係
る
痢
劇
画
蘭
画
若
し
く
は
痢
痢
朝
の
増
 
 

加
に
よ
つ
て
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
に
な
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
条
第
四
項
の
規
定
 
 

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
三
項
の
許
可
を
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

保
し
て
お
か
な
け
 
 
 

理
者
は
、
入
院
 
 

る
こ
と
が
で
き
 
 

笥
叫
よ
－
う
l
努
 
 

一 第 

十 
条 
の 
三  

に 
（ 

略 
）  

は 

、次に掲げる事項を定めるものとす 

る 

。  

、 

感 
染 
症   

第 

十三条 診療所の管理  ¶は、同I「のl惑割引捌  めl増刷叫明川叫引朝日り。  「ゴの笥1  
3 

条 準 
に 

立 従 

医 
療 
計 

す 画 
（独 に 
立 お 
行 い 
政 て 
法 

い 
定 

人 め 
通 る 

則 に 当 
法  該 
（ 
平 

区 

く 域 
成 の 

十 療 
一 養 
年 病 
法 床 
律 及 

第 
百 
三 般 
号 病 
） 床 
第 に 
二   係   び一   

を
l
設
け
、
若
し
く
は
診
療
所
の
痢
魂
痢
劇
画
病
床
数
を
 
 

、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
計
画
に
関
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
 
（
政
令
で
特
に
定
め
 
 

る
場
合
は
、
通
知
）
 
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
 
 

と
き
も
、
同
様
と
す
る
。
 
 

は 
、 

診 
療 

者上やむを得ない事情が 

あ 

る場 

合を 

再 
除い  

努－  

増
加
し
ょ
う
と
 
 
す
る
と
き
は
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第
三
十
条
の
七
 
都
道
府
県
知
事
は
、
医
療
計
画
の
達
成
の
推
進
の
た
め
特
に
必
要
が
 
 
 

あ
る
場
合
に
は
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
を
開
設
し
ょ
う
と
す
る
者
又
は
病
院
若
し
 
 
 

く
は
診
療
所
の
開
設
者
若
し
く
は
管
理
者
に
対
し
、
都
道
府
県
医
療
審
議
会
の
意
見
 
 
 

を
聴
い
て
、
病
院
の
開
設
若
し
く
は
病
院
の
病
床
数
の
増
加
若
し
く
は
病
床
の
種
別
 
 
 

の
変
更
又
は
診
療
所
の
痢
劇
画
蘭
画
若
し
く
は
診
療
所
の
爛
床
l
観
の
増
加
に
関
し
て
 
 
 

勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

的
単
位
と
し
て
区
分
す
る
区
域
の
設
定
に
関
す
る
事
項
 
 
 

二
～
九
 
（
略
）
 
 

3
～
1
3
 
 
（
略
）
 
 

第 
三 
十 
条 
の 
七  

は 

都 
道 
府 

知 
事 
は 
、 

県医療計 

画 
の 

達 
成 
の 
推 
進 

た 
め 
特 
に 
必 
要 
のが   し   

べ
き
地
域
的
単
位
と
し
て
区
分
す
る
区
域
の
設
定
に
関
す
る
事
項
 
 
 

二
～
九
 
（
略
）
 
 

3
～
1
3
 
 
（
略
）
 
 

「
′
 
 
 



〈政   

未定稿  

医
療
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
案
）
新
旧
対
照
条
文
 
 

○
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

8   



2  

四  
法条   

項  

第の  
七六  

条  四 第     す る 0                 の   

の（  

二略  ）  

第  

項  
に  

規  
定  

す  
る  

政  
（ 略  

）  

で  
特  

し］芝∃  

に  
通大  

定  知 臣  

め  
る  

場  
合  
は  

独  

し帽∃        通         知 臣     網 Eヨ ば   吾妻 厚 ば      な、   な、   
立  

2   

四  
項   

す  

法条  る  

第の  
七六  

条  
の  
‾ （  

四  

は 又 道i 当  

項  
に  

規  

定  

す  
る  

政  
A ‾11  

（ 竪  

で  

特  
に  

定  
通  

め  

る  

場  

は  

独  

し〕芝嘉            粥  

法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
が
病
院
を
開
設
し
、
若
し
く
は
そ
の
開
設
し
た
病
院
 
 

に
つ
き
病
床
数
を
増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
病
床
の
種
別
を
変
更
し
、
又
は
診
療
所
 
 

法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
が
病
院
を
開
設
し
、
若
し
く
は
そ
の
開
設
し
た
病
院
 
 

に
つ
き
病
床
数
を
増
加
さ
せ
、
若
し
く
は
病
床
の
種
別
を
変
更
し
、
又
は
診
療
所
 
 
 

9  



第
五
条
の
四
 
法
第
三
十
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
申
請
は
、
同
 
 
 

項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
病
床
を
含
む
病
院
の
開
設
の
許
可
若
し
 
 
 

く
は
病
院
の
病
床
数
の
増
加
若
し
く
は
病
床
の
種
別
の
変
更
の
許
可
又
は
診
療
所
 
 
 

の
爛
園
内
設
置
の
許
可
若
し
く
は
診
療
所
の
病
床
数
の
増
加
の
許
可
の
申
請
と
す
 
 
 

る
。
 
 

2
～
3
 
 
（
略
）
 
 

第
五
条
の
三
 
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

3
 
（
略
）
 
 

4
 
法
第
三
十
条
の
三
第
六
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
申
請
は
、
病
院
の
開
設
 
 
 

の
許
可
若
し
く
は
病
院
の
病
床
数
の
増
加
若
し
く
は
病
床
の
種
別
の
変
更
の
許
可
 
 
 

又
は
診
療
所
の
爛
困
叫
設
置
の
許
可
若
し
く
は
診
療
所
の
病
床
数
の
増
加
の
許
可
 
 
 

の
申
請
と
す
る
。
 
 

爛 
劇 

変 
設 
け 

、 

若 
に封し 
く 

は 
診 
療 
所 
の 

朗 
、 

病 
院 
又 

爛覇召m仙「爛痢のl  

2 第 
五 

四  

す 
法 
条の 第三 

生 
十 
条 
の 

三 
第 
七 
項 
に 

規 
定 
す 

る政令で定める 

申 

請 
は 

、 

同   

第 
の 五 

条 
の 

）  

三 

十 
条 
の 

（ 

略 ）  

三第六項に 

規 
定 
す 

る 

政 
令 
で 
定 
め 

る 

申 
請 

は、病院の開設   

に飼養l欄周到設け、若しくは診療 
る の 

所 
の 

魂 
病 
廊 
に 

係 
る 
病 
床 

飼 
封 
増 
加 
し  痢剃  

10   



○
日
本
郵
政
公
社
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
 
 

（
他
の
法
令
の
準
用
）
 
 

第
三
十
一
条
 
（
略
）
 
 

一
～
四
十
一
 
（
略
）
 
 
 

四
十
二
 
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
一
条
、
飼
 
 
 

ヨ
剣
及
び
第
四
条
の
五
 
 
 

四
十
三
～
四
十
八
 
（
略
）
 
 

2
 
（
略
）
 
 

改
 
 
正
 
 
案
 
 

（
他
の
法
令
の
準
用
）
 
 

第
三
十
一
条
 
（
略
）
 
 

一
～
四
十
一
 
（
略
）
 
 
 

四
十
二
 
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
一
条
、
刻
 
 
 

ヨ
烈
彗
1
項
及
び
第
四
条
の
五
 
 
 

四
十
三
～
四
十
八
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 



3  
2  第 

○  

五 （  

、十の 十れ条令  
上土  

大  

の  学 去  

人  
去  
嘩  

垂  失 の、′、 のの施 ′表行 「つ 四 四   の失 ‾の、′、 ‾の賓 ′′の の表行 ′‾ロ 四四  垂  ぞに四一て＿他  丁  

（ 略  
五 

A 11  
）  

改  

十  

彗   召  
正  

政  

案  

○ 
四  

百  

あI当  で当  七  

十  
八  

［コ 臼  ）  

琴 
誓童 

3  
2  第 ｛  

五四一て＿他  
、十の   

垂  
二法  

十れ条令  
の  

琶  医 二の、′、 匠 のの 巧表行 1つ 四 四   失 の、．、 項上司音 のの施 行 第苛 四 四   
ぞに  要霊芝喜芸喜棄巨  

垂  四¶  

条人 の昭  
現  

五型 っ  矧 彗  

行  

篠  

あを当  
0 

線  
の  

部  
分  
は  

改  
正  
部  
分 ）  

警宣 琴 

－12－   



○
独
立
行
政
法
入
国
立
病
院
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
十
六
号
）
 
 

（
他
の
法
令
の
準
用
）
 
 

第
十
六
条
 
（
略
）
 
 

一
～
三
十
三
 
 
（
略
）
 
 
 

三
十
四
 
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
一
条
、
粛
 
 
 

ヨ
刻
及
び
第
四
条
の
五
 
 
 

三
十
五
～
四
十
三
 
（
略
）
 
 

2
 
（
略
）
 
 

改
 
 
正
 
 
案
 
 

（
他
の
法
令
の
準
用
）
 
 

第
十
六
条
 
（
略
）
 
 

一
～
三
十
三
 
（
略
）
 
 
 

三
十
四
 
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
一
条
、
粛
 
 
 

ヨ
剣
劇
」
痢
及
び
第
四
条
の
五
 
 
 

三
十
五
～
四
十
三
 
（
略
）
 
 

2
 
（
略
）
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 



○
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
法
施
行
令
 
 

（
他
の
法
令
の
準
用
）
 
 

第
十
四
条
 
（
略
）
 
 
 

l
～
十
三
 
（
略
）
 
 

十
四
 
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
一
条
、
飼
ヨ
 
 
 

刻
及
び
第
四
条
の
五
 
 
 

十
五
～
十
六
 
（
略
）
 
 

2
～
3
 
 
 
（
略
）
 
 

改
 
 
正
 
 
案
 
 

（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
五
十
六
号
）
 
 

（
他
の
法
令
の
準
用
）
 
 

第
十
四
条
 
（
略
）
 
 

一
～
十
三
 
（
略
）
 
 
 

十
四
 
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
一
条
、
刻
ヨ
 
 
 

刻
剰
」
項
及
び
第
四
条
の
五
 
 
 

十
五
～
十
六
 
（
略
）
 
 

2
～
3
 
 （
略
）
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 



新医夏語】  
旧   

対   

照   

条   

文  

○
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
 
 

6  
該 

第 
は 一 

診 項 条  
に 第 

（略）  

の 
項 

の の 

定に 
の 

法七条第三規よつ m 
て 

周 
出 周 

l詞 

第 け 

）  れ の 
各 

設及 許 
病 

び第 可を 
の 
室 二 

受 
病 十一 け 
床 条 

よ 

数   の う 

都 四 
と 

道 
一   第 

す 

府県   
一  る 

者   

ヽ
∨
√
h
d
■
／
一
 
ノ
ノ
フ
 
 

∴
し
」
」
る
＝
 
 

き 

地 
に 
設 

置 
ざ  

る 
〆  

P 
と  

て  

「 

さ  

痴 
所 
と 

し 

P て 
「  医 

療  

次 
に 
掲 
げ 
る 
帽  

改
 
 
正
 
 
案
 
 

第 
る 一 

に 条  

（ 
略）  

）  
三 
第七条第項 

の 
規 
定 
に 

つ 

た 

よて雪 

圃 

第 
の 

二 
許 

十 可 
一 を 
条 受 
の け 
四 よ 

第 
一 

う 
と 

項  す   

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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司診礫所に療養病床を設直した者が、  司u封引出割引堵倒q対日て11痢意扇  ぜようとするとき。 81 彗31  

第
二
条
の
二
 
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
七
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
 
 
 

り
病
院
の
開
設
の
許
可
、
病
院
の
病
床
数
の
増
加
若
し
く
は
病
床
の
種
別
の
変
更
の
 
 
 

許
可
又
は
診
療
所
の
爛
飼
叫
開
園
の
許
可
若
し
く
は
診
療
所
の
爛
飼
観
の
増
加
の
許
 
 
 

可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
地
域
に
お
け
る
既
存
の
病
床
（
当
該
申
 
 
 

請
に
係
る
病
床
が
療
養
病
床
又
は
一
般
病
床
で
あ
る
場
合
は
、
診
療
所
の
爛
周
到
含
 
 
 

む
。
以
下
同
じ
。
）
 
の
数
を
算
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
☆
 
 

9
■
 
笥
項
潮
田
別
 
 
 

可
を
受
け
ず
に
 
 
 

射
さ
せ
た
者
が
、
 
 

、
い
け
・
ぺ
∴
∵
ふ
い
・
、
 
 

捌 

閥 羽 
爛 捌叫 
床粛 倒 
封 
蘭 叫 

劃 

画 刹 
u 山q 

ね 
‥ 

倒 
司 

刑 劉 
1 刷叫 

甘 何 
利 
潤 叫 

御 
東ヨ 明  
瑚   地  

を設けた者が、令第三条のt 
一 
の  

】
 
 
i
 
 
 
 
∠
l
ノ
 
■
．
【
 
〕
 
」
 
 

又
は
第
五
号
闇
 
 

習
銅
山
埜
l
 
 

司
詞
四
剰
詞
コ
」
 
 コ 

「習り都道府県知事 

に 
届 
け 
出 
な 
け  

三号に掲げる事項とする 遡可刑叫調川司ul幽痢 刃Ⅷ叫圃萄嘲困冊叫岡引創痢  

冒、都道府県知事に届け出な 
け  

烈叫詞州司u、診療所に 

般 

病床  

項 

司第三号に掲げる事項を変 いト係∴∴彗‡小林▲√…㍍－Tボ」・∴  

朱
第
三
項
の
許
 
 

の
病
床
別
封
減
 
 第 

条 
の  二 
二  

の 

設 
都 

道府 

許 

魂 
痢 

事は、 

の 
法第 

七 県知 
条 

の 
の 

増 
二第 
一 
項 
又 
は 
第 
二 

の規 

定   

項に   

16   



第
三
十
条
の
三
十
t
一
の
二
 
法
第
三
十
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
 
 
 

定
め
る
病
床
は
、
次
に
掲
げ
る
病
床
と
す
る
。
 
 

一
専
ら
が
ん
そ
の
他
の
悪
性
新
生
物
又
は
循
環
器
疾
患
に
関
し
、
診
断
及
び
治
 
 
 

療
、
調
査
研
究
並
び
に
医
療
関
係
者
の
研
修
を
行
う
病
院
又
l
城
頭
痢
所
の
病
床
並
 
 
 

び
に
こ
れ
に
準
ず
る
機
能
及
び
性
格
を
有
す
る
病
院
刃
周
瑚
圃
所
の
病
床
（
高
度
 
 

な
が
ん
診
療
施
設
又
は
循
環
器
疾
患
診
療
施
設
が
不
足
し
て
い
る
地
域
に
お
け
る
 
 
 

高
度
な
が
ん
診
療
又
は
循
環
器
疾
患
診
療
を
行
う
病
院
判
明
鞠
圃
所
の
当
該
機
能
 
 

に
係
る
病
床
に
限
る
。
）
 
 
 

二
 
専
ら
小
児
疾
患
に
関
し
、
診
断
及
び
治
療
、
調
査
研
究
並
び
に
医
療
関
係
者
の
 
 
 

研
修
を
行
う
病
院
刃
周
訝
痢
所
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
機
能
及
び
性
格
を
有
す
る
 
 
 

病
院
刃
咄
功
痢
所
の
病
床
 
 
 

三
 
専
ら
周
産
期
疾
患
に
閲
し
、
診
断
及
び
治
療
、
調
査
研
究
並
び
に
医
療
関
係
者
 
 

の
研
修
を
行
う
病
院
又
l
周
朝
圃
所
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
機
能
及
び
性
格
を
有
す
 
 
 

る
病
院
刃
周
訝
圃
所
の
当
該
機
能
（
母
体
胎
児
集
中
治
療
管
理
又
は
新
生
児
集
中
 
 

治
療
管
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
 
に
係
る
病
床
 
 
 

四
 
専
ら
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
、
診
断
及
び
治
療
、
調
査
研
究
並
び
に
医
 
 
 

療
関
係
者
の
研
修
を
行
う
病
院
刃
嘲
詞
圃
所
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
機
能
及
び
性
 
 

格
を
有
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
当
該
機
能
（
発
達
障
害
児
の
早
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
 
 
 

ー
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
特
殊
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
 
に
 
 

係
る
病
床
 
 

法
律
第
百
二
十
三
号
）
 
の
規
定
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
（
以
下
「
介
護
老
人
保
 
 

健
施
設
」
と
い
う
。
）
 
の
入
所
定
員
数
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
数
を
療
養
病
床
又
 
 

は
一
般
痛
床
に
係
る
既
存
の
病
床
の
数
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。
 
 

第
三
十
条
の
三
十
二
の
二
 
法
第
三
十
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
 
 
 

定
め
る
病
床
は
、
次
に
掲
げ
る
病
床
と
す
る
。
 
 
 

｝
 
専
ら
が
ん
そ
の
他
の
悪
性
新
生
物
又
は
循
環
器
疾
患
に
関
し
、
診
断
及
び
治
 
 
 

療
、
調
査
研
究
並
び
に
医
療
関
係
者
の
研
修
を
行
う
病
院
の
病
床
並
び
に
こ
れ
に
 
 

準
ず
る
機
能
及
び
性
格
を
有
す
る
病
院
の
病
床
 
（
高
度
な
が
ん
診
療
施
設
又
は
循
 
 

環
器
疾
患
診
療
施
設
が
不
足
し
て
い
る
地
域
に
お
け
る
高
度
な
が
ん
診
療
又
は
循
 
 

環
器
疾
患
診
療
を
行
う
病
院
の
当
該
機
能
に
係
る
病
床
に
限
る
。
）
 
 

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
 
の
規
定
に
よ
る
介
護
老
人
保
健
施
 
 

設
 
（
以
下
「
介
護
老
人
保
健
施
設
」
 
と
い
う
。
）
 
の
入
所
定
員
数
に
〇
・
五
を
乗
じ
 
 

て
得
た
数
を
療
養
病
床
又
は
一
般
病
床
に
係
る
既
存
の
病
床
の
数
と
み
な
す
も
の
と
 
 

す
る
。
 
 

三
 
専
ら
周
産
期
疾
患
に
関
し
、
診
断
及
び
治
療
、
調
査
研
究
並
び
に
医
療
関
係
者
 
 
 

の
研
修
を
行
う
病
院
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
機
能
及
び
性
格
を
有
す
る
病
院
の
当
 
 
 

該
機
能
（
母
体
胎
児
集
中
治
療
管
理
又
は
新
生
児
集
中
治
療
管
理
に
係
る
も
の
に
 
 
 

限
る
。
）
 
に
係
る
病
床
 
 

四
 
専
ら
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
関
し
、
診
断
及
び
治
療
、
調
査
研
究
並
び
に
医
 
 
 

療
関
係
者
の
研
修
を
行
う
病
院
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
機
能
及
び
性
格
を
有
す
る
 
 
 

病
院
の
当
該
機
能
 
（
発
達
障
害
児
の
早
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
特
殊
 
 
 

な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
 
に
係
る
病
床
 
 

二
 
専
ら
小
児
疾
患
に
関
し
、
診
断
及
び
治
療
、
調
査
研
究
並
び
に
医
療
関
係
者
の
 
 
 

研
修
を
行
う
病
院
並
び
に
こ
れ
に
準
ず
る
機
能
及
び
性
格
を
有
す
る
病
院
の
病
床
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第 

十 
条 
の 
三 

十 

が 病 

三三 院の開設の許 

、 

病 
内 

院の 

請 

可病床数の増加 

若 
し 
く 

は病   

五
 
救
急
医
療
体
制
に
お
い
て
不
可
欠
な
診
療
機
能
を
有
す
る
病
院
刃
周
訝
嘲
所
の
 
 
 

当
該
機
能
に
係
る
病
床
 
 
 

六
 
（
略
）
 
 
 

七
 
神
経
難
病
に
り
患
し
て
い
る
者
を
入
院
さ
せ
、
当
該
疾
病
に
関
し
、
診
断
及
び
 
 
 

治
療
並
び
に
調
査
研
究
を
行
う
病
院
刃
欄
瑚
圃
所
の
当
該
機
能
に
係
る
病
床
 
 
 

八
 
専
ら
末
期
の
が
ん
そ
の
他
の
悪
性
新
生
物
の
患
者
を
入
院
さ
せ
、
緩
和
ケ
ア
を
 
 
 

行
う
病
院
刃
明
朝
園
所
の
当
該
機
能
に
係
る
病
床
 
 
 

九
 
病
院
刻
周
頑
固
所
の
建
物
の
全
部
又
は
t
部
、
設
備
、
器
械
及
び
器
具
を
当
該
 
 
 

病
院
又
l
周
瑚
圃
所
に
勤
務
し
な
い
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
療
、
研
究
又
は
研
修
 
 
 

の
た
め
に
利
用
さ
せ
る
病
院
刃
周
謝
嘲
所
の
当
該
機
能
に
係
る
病
床
 
 
 

十
 
後
天
性
免
疫
不
全
症
候
群
に
関
し
、
診
療
及
び
治
療
、
調
査
研
究
並
び
に
医
療
 
 
 

関
係
者
の
研
修
を
行
う
病
院
判
明
訝
圃
所
の
当
該
機
能
に
係
る
病
床
 
 
 

十
一
 
（
略
）
 
 
 

十
二
 
 
（
略
）
 
 
 

十
三
 
薬
事
法
第
二
条
笥
司
項
に
規
定
す
る
治
験
の
う
ち
、
患
者
以
外
の
被
験
者
 
 
 

に
対
す
る
臨
床
試
験
を
行
う
病
院
刃
明
朝
圃
所
の
当
該
機
能
に
係
る
病
床
 
 
 

十
四
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

第 
三 
十 
条 
の 
三 

十 
三  

の 

病 

院の開 

設の 
許 

、 

病院の 

可病床数の増加若しくは 

病   

五
 
救
急
医
療
体
制
に
お
い
て
不
可
欠
な
診
療
機
能
を
有
す
る
病
院
の
当
該
機
能
に
 
 
 

係
る
病
床
 
 
 

六
 
（
略
）
 
 

七
 
神
経
難
病
に
り
患
し
て
い
る
者
を
入
院
さ
せ
、
当
該
疾
病
に
関
し
、
診
断
及
び
 
 
 

治
療
並
び
に
調
査
研
究
を
行
う
病
院
の
当
該
機
能
に
係
る
病
床
 
 
 

八
 
専
ら
末
期
の
が
ん
そ
の
他
の
悪
性
新
生
物
の
患
者
を
入
院
さ
せ
、
緩
和
ケ
ア
を
 
 
 

行
う
病
院
の
当
該
機
能
に
係
る
病
床
 
 
 

九
 
爛
開
明
魂
吻
の
全
部
又
は
一
部
、
設
備
、
器
械
及
び
器
具
を
当
該
病
院
に
勤
務
 
 
 

し
な
い
医
師
又
は
歯
科
医
師
の
診
療
、
研
究
又
は
研
修
の
た
め
に
利
用
さ
せ
る
病
 
 
 

院
の
当
該
機
能
に
係
る
病
床
 
 
 

十
 
後
天
性
免
疫
不
全
症
侯
群
に
関
し
、
診
療
及
び
治
療
、
調
査
研
究
並
び
に
医
療
 
 
 

関
係
者
の
研
修
を
行
う
病
院
の
当
該
機
能
に
係
る
病
床
 
 
 

十
「
 
（
略
）
 
 
 

十
二
 
（
略
）
 
 
 

十
三
 
薬
事
法
第
二
条
困
刈
項
に
規
定
す
る
治
験
の
う
ち
、
患
者
以
外
の
被
験
者
に
 
 
 

対
す
る
臨
床
試
験
を
行
う
病
院
の
当
該
機
能
に
係
る
病
床
 
 
 

十
四
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

道
府
県
知
事
が
当
該
申
請
に
係
る
病
床
の
種
別
に
応
じ
第
三
十
条
の
三
十
飼
」
項
に
 
 

規
定
す
る
区
域
に
お
け
る
既
存
の
病
床
の
数
及
び
当
該
申
請
に
係
る
病
床
数
を
算
定
 
 

す
る
に
当
た
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
補
正
の
標
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
 
 

所
の
 
 

の
増
加
の
 
 
許
可
の
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
都
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（ 
～五  

前項 

（略）  第一 る。 一   号の 
当 

該 

床 
の 

者 

日 のう 

に 

よ の 

病の利用ち職員及びそ家族以外の 

者、  上の災  

五  
（略 
）   

の 

る。 一～   前項第一号の当該病床の利用者 
の 
う 

ち職員 

及 
び 
そ 
の 

家族以外の者、  
の  災  
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